
様式第１号（特定地域医療提供機関（Ｂ水準）指定申請） 

滋済病発第1864 

    令和5年7月31日 

 

滋賀県知事   

 

                        開設者住所 〒520-3046 

                             滋賀県栗東市大橋2-4-1 

 

                        氏名                      

                                                                 

 

 

特定地域医療提供機関（Ｂ水準）指定申請書 

 

 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正

する法律（令和３年法律第49号。以下「改正法」という｡)附則第５条の規定により改正法第３

条の規定による改正後の医療法（昭和23年法律第205号。以下「医療法」という｡)第113条の規

定により、別紙のとおり申請する。 

 

 

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 

院長 三木 恒治 
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別紙（特定地域医療提供機関（Ｂ水準）指定申請） 

開

設

者 

住所（法人である

ときは主たる事務

所の所在地） 

ふりがな しがけんりっとうしおおはし 

滋賀県栗東市大橋 2-4-1 

氏名（法人である

ときは名称） 

ふりがな しゃかいふくしほうじんおんしざいだん 

社会福祉法人恩賜財団済生会 

管理者の氏名 

ふりがな みき つねはる 

三木 恒治 

病院または診療所の

名称 

ふりがな しゃかいふくしほうじんおんしざいだんさいせいかいしがけんびょういん 

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院 

病院または診療所の

所在の場所 

ふりがな しがけんりっとうしおおはし 

〒520-3046  

 滋賀県栗東市大橋 2-4-1 

               電話番号 077-552-1221 

医療法第 113条第１項

の指定に係る業務の

内容（該当する番号

を○で囲むこと。） 

① 救急医療 

２ 居宅等における医療 

③ 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療 

添付書類 

① 医師労働時間短縮計画（案） 

② 医療法第 113 条第１項に規定する業務があることを証する書類 

（別添１（様式第１号関係）、対象医療機関に該当することを証す

る書類） 

③ 医療法第 113 条第３項第２号の要件を満たすことを証する書類 

（医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書） 

④ 医療法第 113 条第３項第３号の要件を満たすことを誓約する書類 

（様式第５号（誓約書）） 

⑤ 医療法第 132 条の規定により通知された法第 131 条第１項第１号の

評価の結果を示す書類 

（医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の通知書） 
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別添１（様式第１号関係） 

医療法第 113 条第１項の指定に係る業務があることを証する書類 

 

１．業務内容（該当する内容に○をつけること。） 

１号 〇 三次救急 

 二次救急   救急車の受入件数              件 

       時間外・夜間・休日入院患者数        件 

     ※４月１日から翌年３月３１日までの１年間の件数を記載

し、申請時点における最新の病床機能報告の報告内容と同

様にすること。 

２号  居宅等における医療 

（36 協定に記載する予定の具体的な業務内容を記載すること） 

 

 

３号 〇 地域において当該病院または診療所以外で提供することが困難な医療 

（36 協定に記載する予定の具体的な業務内容を記載すること） 

 

 

２．当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間がやむを得ず長時間となる理由 

（当該業務による症例件数等の実績件数を含め、具体的な内容を記載すること。） 

当院は、救急救命センターとして、年間 7500 台の救急車を受け入れている。また、

対象診療科の宿日直業務は宿日直許可を取得できる業務内容ではなく、時間外・休日

労働時間として取り扱う必要がある。そのため、年間 960 時間以内とするためには、

休日・夜間の医療提供体制を維持できるだけの医師が確保できるまで長時間労働と

なる。 

また、血液内科においては県全体でも医師不足であるが、地域医療支援病院、滋賀県

地域がん診療連携支援病院として平日のみならず休日夜間にも新規患者が多く紹介

される。常時 30 人近い入院患者が入れ替わりながら恒常的に入院しており、治療面

においては抗がん剤や自家梢血幹細胞移植など、副作用や急変が発生するが、専門的

な分野のため、血液内科の医師が時間外・休日での対応が求められる。そのため、年

間 960 時間以内とするためには、患者数に対応できるだけの医師確保が必要となる。 

 

問合せ先 

担当部署・氏名 人事課・黄瀬智哉 

連絡先電話番号 077-552-1221 

連絡先メールアドレス Kise-t@saiseikai-shiga.jp  
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1 

 

２０２４年度 済生会滋賀県病院 医師労働時間短縮計画 

作成日 2022年 12月 1日 

計画期間 

 ２０２４年４月～２０２９年３月末 

  

対象医師 

血液内科医師    ２名（Ｂ：２名） 

救急集中治療科  ９名（Ｂ：９名） 

 

１．労働時間と組織管理（共通記載事項） 

 

（１）労働時間数 

血液内科医師       ２名（Ｂ：２名） 

年間の時間外・休日労働時間数 2021年度実績 

 

2024年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 915.45 700 700 

最長 1341.08 1200 1000 

960時間超～1,860 時間の人数・割合 １人・50％ １人・50％ １人・50％ 

1,860 時間超の人数・割合 0 人 0 人 0 人 

救急集中治療科医師   ９名（Ｂ：９名） 

年間の時間外・休日労働時間数 2021年度実績 

 

2024年度目標 計画期間終了年

度の目標 

平均 597.46 800 750 

最長 1164.97 1200 1000 

960時間超～1,860 時間の人数・割合 １人・９％ １人・９％ １人・９％ 

1,860 時間超の人数・割合 0 人 0 人 0 人 

 

（２）労務管理・健康管理 

【労働時間管理方法】 

2021年度の取組実績 ＩＣカードによる管理 

2024年度の取組目標 引き続きＩＣカードにより管理し、労働時間を適切に

把握する。 

計画期間中の取組目標 IC カードの打刻漏れを無くし、労働時間を正確に把握

する。兼業副業先を含めた時間管理を行う。2023 年度

中に兼業副業先での労働時間、在院時の自己研鑽時間

を入力できるよう勤怠システムの更新を行う。 
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【宿日直許可の有無を踏まえた時間管理】 

2021年度の取組実績 宿日直許可に準じて運用 

2024年度の取組目標 宿日直許可基準に基づき適切に取り組む 

計画期間中の取組目標 宿日直医師の業務削減 

【医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等】 

2021年度の取組実績 医師の研鑚に関して労働時間該当性を明確にする。 

2024年度の取組目標 自己研鑽時間を勤怠システムに入力し把握に努める。

引き続き医師へ周知徹底する。 

計画期間中の取組目標 周知徹底に取り組む 

【労使の話し合い、36協定の締結】 

2021年度の取組実績 Ｂ水準となる責任医師と協議した結果を労働者の代表

と協議して締結。 

2024年度の取組目標 B 水準となる診療科ごとの労働時間に基づいた締結。 

計画期間中の取組目標 医師時短ワーキングにより、B水準となる診療科医師を

集めた意見交換の場を設ける。また、健康面と勤務への

モチベーション、医療提供体制に関する懸念事項等の

内容について情報を収集する。 

【衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制】 

2021年度の取組実績 ・安全衛生委員会を月 1回開催 

・健康診断年 1 回以上実施 

・産業医を 1人選任 

2024年度の取組目標 連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保及び代償

休息確保の状況を報告する。 

計画期間中の取組目標 同上 

【追加的健康確保措置の実施】 

2024年度に向けた準備 ・2021年に代償休息の仮運用実施 

・2023 年度中にリアルタイムに勤怠システムにて連

続勤務時間制限・インターバルを把握できる仕組み

を作り、代償休息を付与する仕組みを構築する。

（2023年度中にシステム更新） 

・85時間を超えた時点での面接指導を実施。 

・2023 年度中に面接指導実施医師を複数確保する。

（必要な研修の受講） 

2024年度の取組目標 連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保を適切に

把握し、代償休息確保を可能とする勤務体制を構築す

る。対象医師への面接指導を漏れなく実施する。 

-5-



3 

 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

 

（３）意識改革・啓発 

【管理者マネジメント研修】 

前年度の取組実績 ・厚労省が実施する院長向けの研修会に院長が参加 

・管理職への意識改革 

当年度の取組目標 ・管理職の時間外勤務に対する意識改革 

・院長向け研修会の伝達講習を実施 

計画期間中の取組目標 上記事項に取り組む 

【医療を受ける者やその家族等への医師の働き方改革に関する説明】 

前年度の取組実績 緊急でない病状説明の時間内実施徹底 

当年度の取組目標 その他、取り組みを検討 

計画期間中の取組目標 取り組み拡大 

 

（４）策定プロセス 

内科系・外科系・救急・研修担当の責任医師から構成する医師労働時間短縮計画 WGで計

画案を作成し、多職種が参加している勤務環境改善委員会・働き方改革委員会・衛生委員

会等で、検討、進捗管理を行う。 

策定されたこの計画は医局のほか、各職種が閲覧できるよう院内掲示板に掲示する。  

 

 

２．労働時間短縮に向けた取組（項目ごとに任意の取組を記載） 

 

（１）タスク・シフト／シェア 

計画策定時点での取組実績 

①看護師…特定行為研修を受講した看護師 4名 

 静脈採血、入院説明、検査説明、助産師 

 外来の実施 

②医師事務作業補助者…37人体制 

・代行入力 ・症例登録 

 ・初診時の問診票入力 

 ・診断書および退院サマリの下書き 

 ・診療データの整理 

③薬剤師 

 ・薬剤管理指導（服薬指導） 

 ・院外薬局からの疑義照会業務 

 ・院外処方の訂正入力業務 
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④臨床工学技 

 ・ペースメーカーチェック 

⑤臨床検査科 

 ・パニック値や重要な検査結果報告 

 ・術中モニタリング検査補助 

 ・下肢静脈瘤のエコー 

⑥放射線技師 

 ・乳房 X線撮影の読影業務の実施 

 ・乳房超音波検査の実施 

 ・冠動脈 CTの解析業務の実施 

 ・読影補助業務の実施 

 ・解析補助業務の実施 

⑦リハビリ 

 ・計測、リハビリ処方のサポート 

⑧管理栄養士 

 ・入院患者の食事・献立のサポート 

 ・経腸栄養プランニングの提案 

 ・栄養指導 

計画期間中の取組目標 

① 看護師 

特定行為看護師を臨床現場で活用する 

② 医師事務作業補助者 

増員により業務を拡大する 

 

（２）医師の業務の見直し 

【当直体制への配慮】 

計画策定時点での取組実績 

・連続当直を行わない体制を確保 

・当直明けに予定手術を入れない体制の確保 

・当直翌日の勤務については、平日は半日勤務と 

し休日は当直時間終了までとする 

計画期間中の取組目標 宿日直、オンコール体制の見直しを検討 

【交代勤務可能な人員体制の構築】 

計画策定時点での取組実績 
救急体制維持と、医師の負担軽減のため、追加雇

用し健康確保措置に対応する人員体制を整える。 

計画期間中の取組目標 
救急科医師 １３名体制（専門医２名増） 

      １６名体制（全科当直初期診療） 
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消化器内科   ８名体制（50 歳以下） 

循環器内科  １０名体制（病院管理者除く） 

血液内科     ３名体制（フル稼働の専門医） 

脳神経内科    ８名体制 

外科      １０名体制（病院管理者除く） 

整形外科    １２名体制 

【複数担当医体制の構築・担当患者数の均等化】 

計画策定時点での取組実績 

・担当患者数を均一化し特定医師への負担を軽減 

する 

・休日時間外の負担を軽減するため複数担当医制

を推奨する 

計画期間中の取組目標 
・複数担当医制を導入し休日時間外の負担を軽減 

・病棟医を雇用し術後管理などの負担を軽減 

 

（３）その他の勤務環境改善 

【ＩＣＴその他の設備投資】 

計画策定時点での取組実績 ＤＸ委員会を設置 

計画期間中の取組目標 

・ＡＩ問診、音声入力システムの導入などＩＣＴ

の活用を検討 

・同意書等の動画説明を検討 

【女性医師の働きやすい職場構築】 

計画策定時点での取組実績 当直免除および時短勤務を活用 

計画期間中の取組目標 短時間正規雇用医師の確保 

 

（４）副業・兼業を行う医師の労働時間の管理 

計画策定時点での取組実績 

・兼業副業の自己申告を依頼 

・副業兼業を行う医師の労働時間を正確に把握 

する 

計画期間中の取組目標 

副業・兼業先の勤務時間を勤怠システムに入力し

労働時間を正確に把握し、労働時間を通算した管

理ができる体制を整える。（2023年度中にシステ

ム更新） 
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様式第５号（誓約書） 

 

 

誓  約  書 

 

 

 

当、社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院は、医療法（昭和 23 年法律第 205

号）第 113 条第３項第３号に規定する要件を満たしていることを誓約いたし

ます。 

この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、当方が不利益

を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   2023 年 7 月 31 日 

 

 

                     住所（または所在地） 

              滋賀県栗東市大橋 2-4-1 

 

                     医療機関名および代表者名  

              社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 

                     院 長 三木 恒治 
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評価第23-6号
2023年5月24日

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院
病院長 殿

医療機関勤務環境評価センター
代表　松 本 吉 郎

　このたび、貴院より受審申請いただきました「医療機関の医師の労働時間短縮の取組 」
の評価結果（全体評価及び評価項目ごとの評価）を通知いたします。
　評価結果報告書の内容をご確認いただき、貴院が所在する都道府県への指定申請に向けた
手続きを進めていただくとともに、今後の医師の労働時間短縮に向けた取組にもご活用いた
だきますようお願いいたします。また、本評価結果につきましては、医療法第１０９条 に
基づき、貴院が所在する都道府県にも通知を行いますのでご了知願います。
　なお、 評価結果（全体評価及び評価項目ごとの評価）の内容について異議がある場合
は、評価センターに対して異議申し立てを行うことができます。
　該当箇所とご意見をご記載（必要に応じて根拠となる資料を添付）の上、本通知の到達日
の翌日から１４日以内に当センター事務局宛て(isi-hata@po.med.or.jp)にメール にてご連絡
いただきますようお願いいたします。

評価結果通知書
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2023年5月23日

評価結果報告書

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院
病院長 殿

医療機関勤務環境評価センター

代表 松 本 吉 郎

[全体評価]

医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組は十分に行われているが、労働時間短縮が進んでいない

［指摘事項・助言等］

労働関係法令及び医療法に規定された事例について必要な要件を満たしている。それ以外の労務管理体制の整
備や労働時間短縮に向けた取り組みとして、イントラネットの活用、各種委員会の設置や医師の確保及びタス
クシフトを推進している。医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取り組みも十分に行われているが、実績
が出ていないところもあったため、労働時間短縮に向けてさらなる人員体制の充実強化、業務の効率化、ワー
クシェア等の自主的な取組の他、都道府県による必要な支援を講じられたい。
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